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「東大和市都市マスタープラン（改定案）」に係る 

パブリックコメントの結果について 

 

 

 「東大和市都市マスタープラン（改定案）」についてパブリックコメントを実施したところ、次のとおりの結

果となりました。 

 

１ 提出した市民等の数及び提出された意見の数 

 ４人 ６３件 

 

２ 意見の提出期間 

  令和６年１２月６日（金）から令和７年１月６日（月）まで 

 

３ 提出された意見の内容及び市の考え方 

  以下のとおりです。なお、ご意見につきましては、趣旨を損なわない範囲で、修正や加筆等をしている場合

があります。 

 

提出者 番号 意見の内容 市の考え方 

１ １ 

≪意見１≫ 

第１章 現状と課題 

１―１ 

社会情勢の変化に対応したまちづくり 

（２）安全・安心でライフスタイルの変化に

対応したまちづくりの本文内容に賛同

するとともに、下記の通り太字下線部分

の追記を提案いたします。 

（原文） 

切迫する首都直下地震や、今後の気候変動

に伴い発生リスクが増大する大規模水害な

ど、甚大な被害をもたらす災害に的確に対応

できるよう、木造住宅密集地域における延焼

遮断帯の形成、建築物の不燃化・耐震化の促

進、河川や下水道の整備など、災害に強いま

ちづくりを推進していくことが求められて

います。 

（追記提案） 

切迫する首都直下地震や、今後の気候変動

に伴い発生リスクが増大する大規模水害な

ど、甚大な被害をもたらす災害に的確に対応

できるよう、木造住宅密集地域における延焼

遮断帯の形成、建築物の不燃化・耐震化の促

「東大和市地域防災計画」で位置付けられ

ている「都市機能の維持に向けたエネルギー

の確保の推進」は、災害に強いまちづくりへ

の取組の一つであると捉えております。 

本計画では、現状としてＰ８「１－１ 社

会情勢の変化に対応したまちづくり」の

「（２）安全・安心でライフスタイルの変化に

対応したまちづくり」において、災害に強い

まちづくりを推進する必要性について言及

するとともに、課題としてＰ27「１－４ 都

市づくりの主要課題」の「（２）安全・安心で

質の高い住環境の形成」において、都市基盤

施設の整備の推進の必要性を整理しており、

いただいたご意見の考え方を含めておりま

す。 
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進、 エネルギーの確保 、河川や下水道の整

備など、災害に強いまちづくりを推進 

≪意見１≫の提案理由 

関連計画である「東大和市地域防災計画」

では、「第４章安全な交通ネットワーク及び

ライフライン等の確保」の「第５節 具体的な

取組 【予防対策】」の一つとして、「７ エネ

ルギーの確保」Ｐ.Ⅱ-4-１３があげられてお

ります。 

災害に強いまちづくりを推進するうえで、

都市機能の維持に向けたエネルギーの確保

は重要です。 

１ ２ 

≪意見２≫ 

方針３ みどりと環境の方針 

（３）環境共生のまちづくり 

２）エネルギーの有効利用等の促進の本文内

容に賛同するとともに、下記の通り太字下

線部分の追記を提案いたします。 

（原文） 

公共施設については、再生可能エネルギー

設備や利用システムの導入など環境に配慮

した施設整備に努め、新築や改修の際には省

エネルギー性能の高い素材や設備の積極的

な活用を推進します。 

（追記提案） 

公共施設については、再生可能エネルギー

設備や高効率エネルギーシステムの導入な

ど環境に配慮した施設整備に努め、新築や改

修の際には省エネルギー性能の高い素材や

設備の積極的な活用を推進します。 

 

≪意見２≫の提案理由 

公共施設は災害時の避難所になる施設も

多く、再エネ設備だけでなくコージェネレー

ションシステムのような設備を導入するこ

とでエネルギーの有効活用だけでなく、災害

時のレジリエンス性も高めることができ有

効です。 

原文の「利用システム」には、コージェネ

レーションシステムなどを含むものと考え

ていることから、ご意見を踏まえ、「高効率エ

ネルギーシステムの導入」に修正いたしま

す。  

１ ３ 

≪意見３≫ 

方針４ 

安全と安心の方針 

公共施設における再生可能エネルギー設

備や高効率エネルギーシステムの導入など

については、Ｐ48「２－３分野別方針 方針
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（３）災害対応力の強化 

２）ライフラインの確保・改修の本文内容に

賛同するとともに、下記の通り太字下線部

分の追記を提案いたします。 

（原文） 

■公共施設等の耐震化のほか、道路の無電柱

化、電気・ガス等のライフラインの耐震性

の強化、安全装置の設置など各種対策につ

いて、関係機関と連携を図りながら推進し

ます。 

■火災の発生や延焼を防止するため、消防水

利などの整備に努めます。 

（追記提案） 

■公共施設等の耐震化のほか、道路の無電柱

化、電気・ガス等のライフラインの耐震性

の強化、安全装置の設置など各種対策につ

いて、関係機関と連携を図りながら推進し

ます。 

■大規模な土地利用転換や共同住宅の建築・

更新、公共施設の再生や集約にあわせ、コ

ージェネレーション設備や、再生可能エネ

ルギー等を用いた自立分散型エネルギー

の導入及びそれらの有効活用に向けた検

討を行い、被災後も機能が維持できるよ

う、エネルギーの安定化に向けた取組を促

進します。 

■火災の発生や延焼を防止するため、消 

防水利などの整備に努めます。 

≪意見３≫の提案理由 

近年、記録的な猛暑や集中豪雨などが頻発

しており、地球温暖化の影響が要因とされる

気象災害等の被害は深刻さを増しています。

東大和市内でも令和元年9月の大雨では停電

が発生し、１０月の台風１９号では避難勧告

「警戒レベル 5（災害発生情報）」が発令され、

避難所も開設されました。災害時に避難所と

なる小中学校体育館等では、災害による大規

模停電発生時の避難所の機能確保のために、

７２時間を超える停電に対する備えとして、

エネルギーの自立化・多重化が有効であるこ

とから、停電対応型ＧＨＰなどの自立分散型

３みどりと環境の方針」の「（３）環境共生の

まちづくり」において修正いたします。 

民間施設におけるエネルギーの有効活用

等については、省エネルギー性能の高い住宅

や再生可能エネルギー利用設備に関する情

報提供を行うこととしております。 
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エネルギー等によるエネルギーの確保が重

要と考えます。 

また、災害時のみならず、通常時において

も活用できる高効率な停電対応型ＧＨＰに

よる自立分散型エネルギーの普及拡大への

取り組みは、安定したエネルギーの確保と地

球温暖化対策を両立できる取り組みとして

有効であると考えております。 

防災・減災対策との横断的連携により推進

する施策については、フェーズフリー※の考

え方を含む多角的な視点から検討するなど

柔軟な考えを取り入れていく必要がありま

す。 

※フェーズフリー 

フェーズフリーとは、身のまわりにあるモ

ノやサービスを、平常時はもちろん、非常時

にも役立てることができるという考え方。

（一般社団法人フェーズフリー協会ＨＰよ

り） 

２ １ 

この改定案の中で特に重要なこととその

ために欠かせない事項を下記に挙げる。本計

画案において、最も重要なことは、総合計画

「輝きプラン」の目的に沿うまちづくりの実

現である。以下、改善点を列挙する。 

 

1.みどりの拠点を偏在なく設置するために、

空堀川沿いに計画されている下砂公園、東

砂公園、立野窪公園の実現とその間を結ぶ

空堀川に重なる「緑のネットワーク」の実

現である。 

 

下砂公園、東砂公園については、整備の効

果的・効率的な促進の観点から必要に応じた

区域変更を行うこととしており、立野窪公園

を含めて具体的な整備時期については未定

です。 

また、Ｐ60「２－３分野別方針 方針６ 

賑わいと交流と活力の方針」の「（４）地域資

源の活用」などにおいて、空堀川旧河川の一

部については、新たに都市計画公園に位置付

け、散策の快適性を向上させるなど、みどり

のネットワークの強化を図ることとしてい

ます。  

 

２ ２ 

2.災害対策として軽視できないのは、密集住

宅地に生じている袋小路対策である。災害

時の避難経路は複数設置することが重要

であるが、この配慮がないままの住宅地が

多い。市内全域を調査して、発災に備えて

至急対策をとる必要がある。また、避難の

際に近隣の畑を利用させてもらう必要が

生じるが、農家との防災協力農地としての

協定締結の必要性がある。 

 Ｐ49「２－３分野別方針 方針４ 安全と

安心の方針」の「（１）地震や火災に強い都市

基盤の構築」において、道路が狭く住宅が密

集している地域などの防災性の向上を図る

ため、必要に応じて、敷地の細分化防止、建

築物の耐震化や不燃化を促進するとともに、

公園などのオープンスペースの確保を検討

することとしています。  

災害時協力農地については、引き続き協定
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締結を推進します。 

２ ３ 

3.昨今の異常気象、地球沸騰化に配慮した、

緑の確保、緑の増進である。市街地の緑は

勿論、狭山丘陵などで発生しているナラ枯

れなどの緑の減少への対策を講ずること

が肝要である。 

「東大和市緑の基本計画」に記載（Ｐ71）

のとおり、市立狭山緑地では市民団体等と連

携し、萌芽更新や下草狩りなど適正な管理に

取り組んでおります。 

また、Ｐ49「２－３分野別方針 方針３ 

みどりと環境の方針」において、市民や市民

団体と協働するアダプトプログラムなどの

取組を検討することとしており、緑の適切な

手入れを行い、維持・再生を進めていきます。 

 

２ ４ 

4.軽微な表現上の訂正として、Ｐ.39 の「み

どりのネットワーク」は、「水のネットワー

ク」のミスと思われる。訂正の検討をお願

いしたい。 

本計画においては「緑のネットワーク」と

「水のネットワーク」を総称して「みどりの

ネットワーク」として整理しております。 

ご意見を踏まえ、Ｐ39「２－２将来都市構

造図 （２）ネットワーク」における、「緑の

ネットワーク」と「水のネットワーク」の表

現を修正いたします。 

２ ５ 

5.最後に進行管理について、ＰＤＣＡは、大

事だが、このマネジメントサイクルをいか

に回すかが大事である。特にＣを定期的ま

たは必要に応じて行い、Ａを躊躇なく実施

することが大事である。これを管理する所 

管部署の重要性を認識して貰いたい。 

 

以上、ご検討頂き訂正案を達成可能な内容

にして頂くよう要望致します。 

 

 

 

本計画に基づく事業の実施においては、適

正な評価（C：Check）を行い、評価に基づい

た適切な見直し（A：Action）を行います。 

３ １ 

Ｐ．４５（２）主要道路の整備等 ２）市

道の修繕に、歩道の整備もしっかり明記して

ほしい。 

Ｐ45「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（３）歩行者空間等の形成」

において、都市計画道路等の改修の際には、

歩行者の安全性や快適性を確保していくこ

ととしております。 

３ ２ 

Ｐ．８１には、「立川都市計画道路３・４・

22号清水野火止線（やまもも通り）は、緑の

ネットワークの構成要素として、安全で快適

な歩行空間の確保に努めます。」とあるが、や

まもも通りは特に歩道の舗装の劣化が目立

つ。安全に歩行できるようにしてほしい。 

立川都市計画道路３・４・22号清水野火止

線（やまもも通り）の歩道の舗装の劣化への

対応については、個別の事業に関するご意見

として、今後の施策の参考とさせていただき

ます。 
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３ ３ 

Ｐ．４６（４）公共交通ネットワークの形

成の中には、「マイクロモビリティ」の記載が

ない。Ｐ．３４に記載がある「マイクロモビ

リティ」について導入を視野に入れているな

ら、このページにも記載が必要ではないか。 

Ｐ46「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（４）公共交通ネットワーク

の形成」において、共有型交通サービスの活

用等について検討することとしており、いた

だいたご意見の考え方を含めております。 

３ ４ 

Ｐ．２９、４６、５１、６１などの「コラ

ム」はわかりやすく、良いことが書かれてい

るが、位置づけがよくわからない。「コラム」

に書かれていることを実践してほしい。 

「コラム」については、本文中の用語や関

連する制度概要の説明などを掲載しており

ます。 

３ ５ 

Ｐ．４９他 随所に「上仲原公園や市立狭

山緑地など一定規模を有する公園・緑地につ

いては、スポーツ・レクリエーション機能の

充実を図るなど特色ある公園整備に取り組

みます。」とあるが、狭山丘陵の一帯は、レク

リエーションといっても、わざわざ丘陵にそ

ぐわない遊具を設置するよりも、丘陵の自然

を学習したり、体験したりする場にしてほし

い。 

公園等の整備については、Ｐ49「２－３分

野別方針 方針３ みどりと環境の方針」の

「（２）公園・緑地の魅力向上」などにおいて、

規模・位置、施設の老朽化の状況等や市民ニ

ーズを踏まえて、特色ある公園整備に取り組

むこととしています。 

いただいたご意見は、今後の公園等の整

備・改修の際の参考とさせていただきます。 

３ ６ 

Ｐ．５８（２）多様なニーズに対応した住

生活の実現について、「居住支援協議会の設

置」を明記して推進してほしい。 

Ｐ58「２－３分野別方針 方針５ 住まい

と暮らしの方針」の「（２）多様なニーズに対

応した住生活の実現」において、誰もが安心

して住まいを確保できる仕組づくりを検討

することとしております。 

居住支援協議会の設置については、個別の

事業に関するご意見として、今後の施策の参

考とさせていただきます。 

３ ７ 

Ｐ．６９ ■上北台駅北側地域の魅力ある

まちづくりと空堀川周辺のみどりの再編の

方向性（令和５（2023）年 12月）」に示す将

来像の実現に向け、必要となる都市計画の決

定等を行います。→■のあとに「が抜けてい

る。 

ご意見を踏まえ、修正いたします。 

３ ８ 

上北台駅周辺を「狭山丘陵の玄関口」とし

ているので、下砂公園は、旧下立野林間こど

も広場の樹木を残し、「狭山丘陵の玄関口」に

ふさわしい公園となるよう、市が積極的に買

い取って整備を進めるよう、明記してほし

い。 

Ｐ．７０「下砂公園及び東砂公園について

は、整備の効果的・効率的な促進の観点から

必要に応じた区域の変更を行います。」→「下

令和５年 12 月に策定した「上北台駅北側

地域の魅力あるまちづくりと空堀川周辺の

みどりの再編の方向性（ガイドライン）」に基

づいて具体的な検討に取り組んでおります。 

いただいたご意見については、今後の検討

の参考とさせていただきます。 
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砂公園及び東砂公園については、空堀川の水

辺空間と連続した整備を行います。」として、

もともと都市計画公園として設定した区域

を活かして整備してほしい。「効果的・効率

的」として安易に緑の面積を減らすことがな

いようにしてほしい。 

Ｐ．１１５には、「駅北西地区では、用途地

域等の見直しを検討しつつ、公共施設の再編

などと連携しながら、豊かな教育環境を備え

た地域コミュニティの核を創出します。」と

いう記載もある。豊かな教育環境という意味

でも、下砂公園を今ある樹木を活かして、市

としてしっかりと整備してほしい。 

３ ９ 

Ｐ．８７、９３などにある、「また、小規模

な公園においては、樹木や遊具の設置を行わ

ず、空地の確保を主な機能とした整備を検討

するなど、～」という記載について、小規模

な公園にも日陰をつくるような樹木は必要

と考える。夏の日差しを遮ることができる樹

木はすべての公園に植えるように変更して

ほしい。 

公園等の整備については、Ｐ49「２－３分

野別方針 方針３ みどりと環境の方針」の

「（２）公園・緑地の魅力向上」などにおいて

規模、位置、施設の老朽化の状況等や市民ニ

ーズを踏まえて、特色ある公園整備に取り組

むこととしています。 

いただいたご意見は、今後の公園等の整

備・改修の際の参考とさせていただきます。 

３ １０ 

Ｐ．８８安全と安心の方針について、上北

台３丁目でも豪雨時等に浸水被害がみられ

る。 

Ｐ．５１コラム「グリーンインフラ」にあ

る「雨庭の設置」を明記し、大規模な整備だ

けではなく、小さなスペースでも水を溜める

箇所を増やして、浸水被害の軽減を図ってほ

しい。 

上北台３丁目を含む市街地における豪雨

時等の浸水被害については、Ｐ54「２－３分

野別方針 方針４ 安全と安心の方針」の

「（２）総合的な治水対策の推進」において、

公共下水道（雨水）などの都市基盤施設の整

備やグリーンインフラの活用などにより豪

雨時等の浸水被害の軽減を図ることとして

おります。 

３ １１ 

Ｐ．１０５道路と交通の方針について、こ

の地域は路線バスはあるが、市役所など市の

中心部に直接行くことができない。高齢化率

も高いこの地域のコミュニティバスなどの

導入など移動の確保が必要ではないか。 

Ｐ46「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（４）公共交通ネットワーク

の形成」において、交通事業者等の連携・協

働による地域公共交通ネットワークを構築

することとしており、行先によっては乗り継

ぎが必要となることを前提としております。 

３ １２ 

Ｐ．１１７「都道青梅街道や用水北通りな

どの沿道建築物の低層部のガラス張り化に

よる修景や敷地の一部の開放などにより、回

遊性の向上や街並み景観の形成を図りなが

ら、まちに開かれた１階づくりについて検討

します。」の考えには賛成する。そのために

都道青梅街道や用水北通りなどの沿道を

含む東大和市駅周辺まちづくりについては、

現在、東大和市駅周辺の拠点形成に向けた調

査検討に取り組んでいるところです。 

Ｐ117「３－１０東大和市駅周辺まちづく

り推進地区」の「地区別まちづくり方針」に
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は、歩道の整備や車が入れない場所をつくっ

たり、車が通らない時間帯を設定するなど、

安心して歩けるようにすることも同時に必

要ではないか。 

おいては、「居心地が良く歩きたくなる」ウォ

ーカブルなまちなかづくりについて検討す

ることとしております。 

個別の事業に関するご意見として、今後の

施策の参考とさせていただきます。 

３ １３ 

Ｐ．１２９からの市民意見について、特に

②道路・交通について重要だと思うこと、⑧

狭山丘陵の今後のあり方、⑨将来の都市像に

相応しいキーワード、の３点について、今回

の都市マスタープラン改正に反映されてい

ないように思う。市民意見やワークショップ

やオープンハウスなど、丁寧に時間をかけて

行ってきていると思うので、それらを、しっ

かりと反映した内容にしてほしい。 

 

本計画の改定では、アンケート調査をはじ

め、ワークショップ、オープンハウスなどに

より寄せられた市民意見等を踏まえ、検討を

進めてまいりました。 

アンケート調査の結果概要のうち、「②道

路・交通について重要だと思うこと」につい

ては、歩道の拡幅整備や段差解消や自転車通

行空間の整備の促進が求められていること

を踏まえ、Ｐ45「２－３分野別方針 方針２ 

道路と交通の方針」において、歩行者空間等

の形成や自転車等利用環境の形成について

示しております。 

「⑧狭山丘陵の今後のあり方」について

は、定期的な手入れなどによる適切な管理の

ほか、滞在機能の立地などが求められている

ことを踏まえ、Ｐ48「分野別方針 方針３ 

みどりと環境の方針」において、狭山丘陵の

保全・活用や狭山丘陵の魅力向上について示

しております。 

「⑨将来の都市像に相応しいキーワード」

については、「緑」が多く選ばれた結果を踏ま

え、「緑（みどり）」を含む都市の将来像の候

補を示しながら、オープンハウスによるアン

ケートを実施したほか、Ｐ33「２－１目指す

都市の姿」の「（２）都市づくりの基本目標」

において、「便利」や「安全」といったキーワ

ードを取り込むなど、市民意見を反映し、そ

れらを実現するための方針を示しておりま

す。 

４ １ 

第１章 現状と課題 

今後の 20 年間でまちづくりにデジタルは

必須のものであり、デジタル視点からの課題

整理と施策がなければ求めるまちづくりは

難しいと考える。デジタル活用の視点を加え

てほしい。 

P46「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（４）公共交通ネットワーク

の形成」において、地域公共交通ネットワー

クの構築においては、公共交通のＤＸの実現

に向けた、オープンデータや人流データ等を

活用し、実態の把握、分析を行っていくこと

としています。 
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デジタル技術は日々進化しており、今後ま

ちづくりにおいても、その動向を見極めなが

ら活用していきたいと考えております。 

４ ２ 

１－１ 社会情勢の変化に対応したまちづ

くり 

（１）人口減少社会におけるコンパクトなま

ちづくり 

2045 年における人口規模はどのくらいで

あり、コンパクト化の目標はどのように設定

しているのか。2045 年のインフラの必要量

を、人口からの推定と市内の人口分布から想

定し、インフラ改修の優先度をつける必要性

について提案すべきである。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表して

いる東大和市の将来人口は、令和 27（2045）

年で 80,672人、令和 32（2050）年で 79,710

人と人口減少が想定されています。 

こうした状況から、将来都市構造では「主

要拠点」「地域の拠点」を設定し、それぞれの

特性にあわせた都市機能や生活支援機能の

集積、交通結節点機能の強化を図り、都市機

能の外延的拡大の防止等によるコンパクト

シティ形成に向けた取組を検討していくこ

ととしています。 

また、市全体のインフラについては、個別

計画において、既存ストックの適正配置、長

寿命化等を検討し、優先順位を設定して改修

等を進めていくこととしています。 

いただいたご意見は今後の参考とさせて

いただきます。 

４ ３ 

（３）地域特性を活かした個性あるまちづく

り 

個性的なまちづくりの重要ではあるが、ほ

かの都市との競争で解決するものではない。

協働し支えあう体制が必要になっており、他

の都市との競争の考え方は適していない。 

Ｐ９「１－１社会情勢の変化に対応したま

ちづくり」の「（３）地域特性を活かした個性

あるまちづくり」において、従来のような都

市づくりではなく、地域の個性やポテンシャ

ルを最大限に発揮し、各地域が相互に競い合

い、新たな価値を創造しながら、「競争・協調」

という視点に立ち、個性のあるまちづくりを

進めることとしております。 

いただいたご意見は今後の参考とさせて

いただきます。 

４ ４ 

（４）人やモノの円滑な移動を支えるまちづ

くり 

高齢者と子供たちが市街地で安全に過ご

せ、まちの賑わいを支える役割をもつ時代を

見据えたまちづくりが必要になると考える。

時間はかかるが、デジタルと高齢者と子供の

支え合いなど意識の変化が必要になる。 

将来都市構造で示した「主要拠点」「地域の

拠点」では、それぞれの地域特性にあわせた

都市機能や生活支援機能の集積、交通結節点

機能の強化を図り、コンパクトシティ形成に

向けた取組を検討していくこととしていま

す。 

Ｐ56「２－３分野別方針 方針４ 安全と

安心の方針」の「（５）福祉のまちづくり」や

Ｐ45「２－３分野別方針 方針２ 道路と交

通の方針」の「（３）歩行者空間等の形成」に

おいて記載されているバリアフリー化の推
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進や「（４）公共交通ネットワークの形成」に

おいて記載されている公共交通のＤＸの実

現の方向性を踏まえ、高齢者世帯、子育て世

帯への配慮として、福祉施策と連携し進めて

いくこととしています。 

４ ５ 

１―３ 都市の現状 

（１）広域的な位置 

多摩湖の役割を教えてほしい。市の指標

は、多摩湖を含めた面積で算出されている

が、市民の実感は多摩湖の面積を除いて計算

される値であり、市民感覚と離れている。 

多摩湖は東京のみずがめとして人々の暮

らしを支える役割を果たしているとともに、

市を代表する地域資源でもあります。 

本計画の中で示した人口分布（人口密度）

などの基礎データは、多摩湖を除いて算出す

るなど、実態に合ったデータとしています。 

４ ６ 

（３）東大和市の現状 

１）人口動向 

まちづくりは地域別の 20 年後の人口の見

通しが必要で、20年後の市内の高齢化率の高

い地域と比較的若い地域を示し地域ごとの

施策に反映してほしい。 

国立社会保障・人口問題研究所が公表して

いる東大和市の将来人口は、令和 27（2045）

年で 80,672人、令和 32（2050）年で 79,710

人と人口減少が想定されています。 

地域ごとの将来人口の推計は、今後の施策

展開により大きく変動することから、人口減

少社会において都市構造や地域特性に合わ

せて施策を検討していくこととしています。 

４ ７ 

④ 流入・流出人口の状況 

流入人口、昼間人口を高める施策の必要性

があるのではないか。流入人口、流出人口の

動向は市民の意識、市民のニーズに大きく影

響する。20年後は、市内の産業が今より劣化

すると想定される中で、流入人口は加速度的

に減少し、都市集中が進む中では流出人口は

増加方向と想定される。 

記載は現状を述べたものであり、２０年後

については、現在の流出入人口に関わる周辺

自治体の人口増減や市内の産業実態によっ

ても変化するものと考えております。 

４ ８ 

２）土地利用等 

① 土地利用状況 

人口減少の中で空き家の増加と新築住宅

数は総合的に考えるべきである。空き家減少

数と新築住宅数が今後 20 年間でどう推移す

るかの想定が必要である。 

Ｐ57「２－３分野別方針 方針５ 住まい

と暮らしの方針」では、「東大和市空家等対策

計画」に基づく取組や既存住宅ストックの活

用を示しております。 

いただいたご意見は今後の参考とさせて

いただきます。 

４ ９ 

② 用途地域等 

工業系の用途地域への住宅の進出を止め

る施策が無い現状では、20年後は森永も含め

て工場がなくなり、市の産業はますます劣化

していく可能性が高くなっている。 

 Ｐ42「２－３分野別方針 方針１ 土地利

用の方針」の「（２）複合系の土地利用」にお

いて、製造業をはじめとした市の産業の維

持・継続は、生活必需品等の供給のみならず、

雇用の創出や職住近接の促進などにもつな

がることを示しております。 

このため、原則として工業地域の指定を継

続し、操業環境と住環境が共存・調和した複
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合市街地の形成を図る取組を検討すること

としています。 

４ １０ 

３）道路・交通 

狭山丘陵への入り口である上北台駅を中

心にしたまちづくりは重要である。具体的に

南北道路の役割、道路周辺の魅力化、狭山丘

陵に向けた公共交通、自転車優先道路などを

示すべきである。 

上北台駅周辺については、Ｐ37「２－２将

来都市構造」において「主要拠点」として位

置付け、商業・業務、医療・福祉、教育、コ

ミュニティ、宿泊・滞在、居住などの機能集

積を図り、狭山丘陵への玄関口にふさわしい

にぎわいのある市街地の形成を目指すこと

としています。 

また、Ｐ117「３－９上北台駅周辺まちづく

り推進地区」の「地区別まちづくり方針」に

おいて、具体的な取組を示しており、ご意見

については、今後の検討の参考とさせていた

だきます。 

４ １１ 

４）みどり・環境 

① 公園・緑地、水資源等 

市民が直接に接するみどりを軸にして現

状と課題を整理してほしい。多摩湖は景観と

しての意味はあるがそれ以上のものではな

い。また、都市公園や子供広場は市所有でな

いため市民目線では不安定なものになって

いる。 

Ｐ48「２－３分野別方針 方針３ みどり

と環境の方針」において、多摩湖を含めたみ

どりのネットワークの形成についての考え

方を示しています。 

なお、都市公園の大半は、市が土地所有者

となっています。  

４ １２ 

②生産緑地地区 

現在の農地は減少し、都市農業を維持する

水準からは大きく外れていくと想定される。

都市農業の中では半公共財とみることので

きる農地に対して踏み込んだ対策が必要と

考える。 

 

農地は、農産物の供給、防災機能、景観形

成機能など多様な機能を持っており、Ｐ48

「２－３分野別方針 方針３ みどりと環

境の方針」の「（１）みどりの保全と活用」に

おいて、特定生産緑地の指定の促進、農の風

景育成地区制度等の活用について調査・研究

を行うこととしています。  

４ １３ 

５）防災 

災害時に危険のおそれのある地域の対策

に加えて、災害が発生した場合の市民の避

難・保護対策の方が重要になっている。大震

災で建物が倒れるような被害の場合、公助が

機能しなくなることを前提とした、共助、自

助を中心にまちづくりを考えるべきと伝え

る状況にある。 

Ｐ55「２－３分野別方針 方針４ 安全と

安心の方針」において、自助、共助の対応と

して、災害発生時における市民の安全性を確

保するため、防災に関する情報提供を行うほ

か、出火防止対策、消防活動体制の充実強化、

避難所・避難場所などの情報提供、避難訓練、

防災教育など平常時からの取組を充実して

いくこととしています。  

４ １４ 

６）住環境 

空き家と新築のバランスを課題とし、施策

に盛り込むべきである。 

Ｐ57「２－３分野別方針 方針５ 住まい

と暮らしの方針」において、「東大和市空家等

対策計画」に基づく取組や既存住宅ストック

の活用に向けた取組を推進していくことと
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しています。 

４ １５ 

７）産業 

数字で見る商業と工業の状況以上に劣化

が深刻であることを課題として取り上げる

べきである。商業は後継者不足、市民利用の

低下、工業は用地不足、狭い道路など市民の

理解が進んでいないなどの課題が大きいと

考える。 

Ｐ60「２－３分野別方針 方針６ 賑わい

と交流と活力の方針」の「（３）地域産業の活

性化」のうち、商業については、商店街の活

性化に向けたイベントや個店の魅力発信を

促進するほか、中小企業大学校と連携した創

業支援を継続的に進め、地域に根ざした店舗

や企業などの立地誘導、空き店舗の活用など

を図ることとしています。 

工業については、雇用の創出、職住近接の

促進などにもつながることから、操業環境の

維持に努めることとしています。 

４ １６ 

８）財政 

深刻になる財政状況について、20年後の姿

を見せてほしい。施策を進めると財政難から

破綻に、施策を実施しない場合は生活が大変

な状況になることを理解しないと施策への

協力、熱意が生まれない。 

Ｐ26「１－３都市の現状」の「（３）東大和

市の現状」において、歳入・歳出の状況を示

しており、今後、社会保障関連経費や公共施

設の更新、集約化に要する経費の増加が見込

まれる旨を記載しています。 

なお、財政的な厳しさが予想される中、持

続可能な行財政運営を行っていくためには、

組織力、職員力の強化を図りながら、「東大和

市総合計画（輝きプラン）」で掲げた重要施策

を着実に推進していくことが必要と考えて

おります。 

４ １７ 

１―４ 都市づくりの主要課題 

（１）利便性の高い魅力的な拠点の形成 

東大和市駅拠点の課題は、飲食店が集積す

る現状を是として発展させるだけでなく、不

足している種類の商業施設の誘致、駅前の施

設が市民と距離がある状況の解決があげら

れる。 

玉川上水駅拠点は守るべき工業地域、都立

公園、霊園があり、拠点として充実させるス

ペース問題がある。 

上北台駅拠点は、モノレールの延伸後は単

なる通過駅になり、現状の商業集積では人を

集める力が弱い。 

大枠の課題認識はご意見と同様であり、将

来都市構造において、「主要拠点」として、商

業・業務をはじめとした都市機能の集積や公

共交通のアクセス性の高さを活かした交通

結節機能の強化を目指すこととしています。 

また、東大和市駅周辺及び上北台駅周辺に

ついては、「まちづくり推進地区」として、具

体的な取組の方向性を示しています。 

４ １８ 
（２）安全・安心で質の高い住環境の形成 

安心は防災だけではなく、防疫やセキュリ

本計画は都市計画に関する基本的な方針

として定めるものであり、安心に関する防疫
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ティなどを含み、さらに健康や高齢対策もあ

る。これらがすべて対象となり、課題を見る

べきである。 

 

やセキュリティ、健康、高齢対策を都市計画

の視点で捉えて示すものです。 

防疫のうち予防接種事業に関しては、「第

２次東大和市健康増進計画」などに示してお

り、本計画ではＰ27「１－４都市づくりの主

要課題」の「（２）安全・安心で質の高い住環

境の形成」で新型コロナウイルス感染症への

対応に伴うライフスタイル等の変化を例示

しながら課題を示しています。 

そのほか、公共空間における防犯性の向

上、福祉施策と連携したバリアフリー化の推

進などについて、都市計画の視点で課題を示

しています。 

４ １９ 

（３）地域資源のポテンシャルを最大限に引

き出す環境の整備 

多摩湖周辺のインフラは、その価値を最大

化するには足りないという大きな課題があ

る。人が集まっても消費する場がなく市への

貢献は少ないという課題である。観光人口を

増やせば地元消費が拡大し賑わいが生まれ

る。それ以上に重要なのが関係人口を増やす

ことであり、現状では関係人口は統計もない

し、実態は非常に少ない。関係人口は資源の

活性化、ＰＲにつながり定住人口以上にその

効果は大きくなる可能性が高い。 

Ｐ53「２－３分野別方針 方針３ みどり

と環境の方針」の「（４）狭山丘陵の魅力向上」

において、狭山丘陵を「多くの人がみどりと

親しめる場」として位置付け、狭山丘陵一帯

の将来的な活用と保全など、目指すべき姿を

示しています。 

その中で、「みどりの保全・活用」「狭山丘

陵を中心とした回遊ルートの充実」「観光情

報の発信」「物販・飲食・滞在・学習機能等の

立地誘導」などを検討していくこととしてお

り、こうした取組は交流人口の拡大にもつな

がるものと考えております。 

４ ２０ 

（４）円滑な移動と活発な交流を支えるネッ

トワークの形成 

高齢化の進展はラスト 100m の課題が大き

い。デジタル化されたパーソナルモビリテ

ィ、完全自動運転車に対応できる街を作るこ

とが必要である。 

Ｐ46「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（４）公共交通ネットワーク

の形成」において、地域公共交通の持続性や

利便性の向上に向け、共有型交通サービスの

活用等について検討することとしています。 

いただいたご意見は今後の検討の参考と

させていただきます。  

４ ２１ 

第２章 全体構想 

２―１ 目指す都市の姿 

基本目標１～３＋１に記載されているイ

メージは具体的でないものが多いため、市民

が実感を持って感じるレベルの具体的記述

が必要と考える。 

Ｐ33「２－１目指す都市の姿」の「（２）都

市づくりの基本目標」等は、「（１）都市の将

来像」の実現に向けた都市づくりの目標を整

理したものであり、この基本目標を含む、全

体構想を踏まえながら地域別構想で具体的

な取組の考え方を示すという構成としてい

ます。 

４ ２２ 
（３）基本目標の実現に向けた重点施策 

各目標における重点項目２点がリストさ

Ｐ33「２－１目指す都市の姿」の「（２）都

市づくりの基本目標」等は「１－４都市づく
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れているが、これらの重点目標が、第１章の

どのような現状と課題にリンクしているの

かが見えない。項目それぞれは重要な項目で

あることは理解できるが、課題を前提として

いないので思い付きに見える。 

 

 

 

 

 

 

りの主要課題」に対応するよう位置付けてい

るとともに、重点施策は基本目標等に対応す

るよう位置付けています。 

４ ２３ 

２―２ 将来都市構造 

拠点、ネットワーク、ゾーンとして整理さ

れている点は意味があるものと考えるが、２

－１「目指す都市の姿」にある図面との関係

が不明である。たぶん、基本目標を支えるネ

ットワークを指しているものと推定するが、

表現を見直した方が良いと考える。 

Ｐ32「２－１ 目指す都市の姿」の図は、

将来像、基本目標・基本目標を支えるネット

ワーク、分野別方針の関係を示しており、Ｐ

36「２－２将来都市構造」の図は、基本目標

を支えるネットワークに限らず、将来像、基

本目標を含めて概念的かつ包括的に示して

います。 

４ ２４ 

（１）拠点 

各拠点の特徴をもう少し絞ったものにし

て、また図面に拠点サイズを実態に合わせて

ほしい。東大和市駅に医療・福祉、教育、公

共公益を高度に集積させることは意味不明

である。大きな拠点として市役所周辺をここ

に加えるべきだと思う。上北台周辺も機能集

積が多すぎる。単純化して施策の目標を絞る

べきだと思う。 

Ｐ37「２－２将来都市構造」の「（１）拠点」

において、主要駅周辺をはじめとした拠点へ

の多様な都市機能の集積と、これらを公共交

通などでネットワークさせていく考え方を

概念的に示しています。 

いただいたご意見は今後の検討の参考と

させていただきます。  

４ ２５ 

２―３ 分野別方針 

方針１ 土地利用の方針 

（１） 住宅系の土地利用 

空き家対策と新築のバランスをとる施策

で空き家を減らす、太陽光発電＋蓄電池の導

入を支援・加速するなどが必要である。 

Ｐ57「２－３分野別方針 方針５ 住まい

と暮らしの方針」の「（１）良質な住環境の形

成」において、「東大和市空家等対策計画」に

基づき、所有者による住宅等の適正管理、特

定空家等の発生抑制、空家等の流通促進等に

取り組むこととしています。 

また、Ｐ50「２－３分野別方針 方針３ 

みどりと環境の方針」の「（３）環境共生のま

ちづくり」において、省エネルギー性能の高

い住宅や再生可能エネルギー利用設備に関

する情報提供を行い住宅・建築物におけるエ

ネルギーの有効利用を促進することとして

います。 

４ ２６ （２） 複合系の土地利用 Ｐ60「２－３分野別方針 方針６ 賑わい
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工業地、準工業地への住宅新築を規制し工

業を守る施策が必要である。 

と交流と活力の方針」の「（３）地域産業の活

性化」のうち、工業については、雇用の創出

や職住近接の促進などにもつながることか

ら、操業環境の維持に努めることとしていま

す。 

４ ２７ 

（３）商業・業務系の土地利用 

商業地、商業地域の課題は駐車場、建物整

理を通じて駐車場の確保を進めることが必

要である。 

少子高齢化と人口減少が進展する中、都市

の持続的な発展を図るためには、都市の経営

コストの効率化を図りながら、主要駅周辺を

はじめとした拠点への都市機能の集積と、こ

れらを公共交通などでネットワークさせる

集約型の地域構造への再編に向けた取組を

進めていくことが求められていると考えて

おります。 

いただいたご意見は今後の検討の参考と

させていただきます。 

４ ２８ 

（４）みどりの土地利用 

都の設備、市の設備を区別せず市民目線に

立った周辺開発を進めることが必要である。 

公園緑地の魅力向上に当たっては市と東

京都が連携・協力することが重要であると考

えており、東京都が管理する公園等について

は、必要に応じ、整備等を要請することとし

ています。 

４ ２９ 

方針２ 道路と交通の方針 

（３）歩行者空間等の形成 

多摩湖周遊道路や空堀川沿い道路などは

歩行者・自転車優先道路として車の通行を制

限、観光客や市民のくつろぎを優先すること

が必要である。 

上北台駅から狭山丘陵に至る道を自転車・

歩行者にやさしい道に変えることが必要で

ある。 

Ｐ45「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（３）歩行者空間等の形成」

において、歩行者空間の形成、自転車等利用

環境の形成に努めることとしております。 

いただいたご意見は今後の検討の参考と

させていただきます。  

４ ３０ 

（４）公共交通ネットワークの形成 

土日休日のちょこバス路線として多摩湖

周遊など観光地を通る路線を作る、狭山丘陵

への入り口としての上北台駅の駅名を改名、

「狭山丘陵入り口」駅等にする、シェアサイ

クルのネットワークを充実させることなど

が必要である。 

Ｐ46「２－３分野別方針 方針２ 道路と

交通の方針」の「（４）公共交通ネットワーク

の形成」において、ちょこバスの利用状況等

を踏まえた運行の見直し、シェアサイクルな

どの共有型交通サービスの活用等について

検討することとしています。 

また、上北台駅の駅名変更については、Ｐ

115「３－９上北台駅周辺まちづくり推進地

区」の「地区別まちづくり方針」において、

駅名変更の要望の検討など具体的な取組を

示しています。 

４ ３１ 方針３ みどりと環境の方針 多摩湖は市の貴重な資源であり、林地の適
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（１）みどりの保全と活用 

多摩湖周辺の林地の整備、なら枯れや倒木

などの処置を水道局に依頼、処理を加速し、

観光資源としての価値を高める、市民協働の

活動は市民主導に切り替えていく、農地・林

地に対する市民・農家の新しい関係、コンセ

ンサスを作ることなどが必要である。 

特に、農地は都市農業の中にあっては、市

民にも大きな恩恵を与えるものであり、農家

だけの土地、半共有地といえるものに変化し

ている。そのための制度が生産緑地であり、

各種の補助金も出ている。農家と市民の共存

は重要であり、市民側が農家・農地への感謝

をもっと持つべき状況にある。 

（下立野こども林間広場の閉鎖は 30 年以

上市民に使われ数百人の子供・今は大人の思

い出の拠点になっていることは、市民の公共

財産といえるものに進化していると言える。

所有者の一存で処分可能なものから一段と

変化していると考えるべきものになってい

る。奈良橋の市民農園も数十人の市民の憩

い、健康に貢献しており公共財化していたが

処分された） 

切な管理等については必要に応じて東京都

に要請します。 

また、公園の管理等については、市だけで

なく、市民の協力が不可欠であるため、民間

事業者による管理や市民、市民団体との協働

による取組を検討します。 

農地については、営農環境の整備をはじ

め、農業者との連携・協力を図りながら、市

民農園等の活用など、市民が農業・農地に直

接ふれあえる多様な機能の提供を支援しま

す。 

４ ３２ 

（２）公園・緑地の魅力向上 

市民活動を主体にした魅力向上（市内花壇

が実例）が必要です。公園などの魅力は‛自然

の魅力’、‛施設の魅力’、‛携わる市民の魅

力’などがそろって初めて本当の魅力にな

る。行政だけで作った魅力には市民の力がな

く、市民が頑張っても行政が支えなくなれば

どちらも魅力としては不完全であり、継続で

きない。協働は市民主体で行政が支える仕組

みが必要である。 

ご意見のとおり、公園・緑地の魅力を高め

ていくためには、行政だけでなく、市民や市

民団体の協力が重要であり、一例として「東

大和市狭山緑地雑木林の会」と連携した取組

を行っています。 

引き続き、民間事業者による管理（Ｐark-

ＰFI）や市民、市民団体との協働（アダプト

プログラムなど）による取組を検討し、魅力

向上を図っていきます。 

 

４ ３３ 

（３）環境共生のまちづくり 

デジタルを活用した GX を推進の具体化、

循環経済は市民の意識改革をすすめ、市民協

働を高めることなどが必要である。 

Ｐ50「２－３分野別方針 方針３ みどり

と環境の方針」の「（３）環境共生のまちづ

くり」において、公共施設の新築や改修の際

には省エネルギー性能の高い素材や設備の

積極的な活用を推進するほか、省エネルギー

性能の高い住宅や再生可能エネルギー利用

設備に関する情報提供を行い、エネルギーの

有効利用等を促進することとしています。 

デジタルの活用については、今後の検討の

参考とさせていただきます。 
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４ ３４ 

（４）狭山丘陵の魅力向上 

水道局用地に対し魅力向上の措置を加速

することを依頼すべきである。 

観光客だけでなく、関係人口を増やすこと

で魅力つくりを市民と関係人口の共同で行

う仕組みをつくる。 

周遊道路のトイレ、休憩場所、そして憩い

の場になる商業施設を作るなどが必要であ

る。 

 

Ｐ53「２－３分野別方針 方針３ みどり

と環境の方針」の「（４）狭山丘陵の魅力向上」

において、狭山丘陵を「多くの人がみどりと

親しめる場」として位置付け、狭山丘陵一帯

の将来的な活用と保全など、目指すべき姿を

示しています。 

その中で、「みどりの保全・活用」「狭山丘

陵を中心とした回遊ルートの充実」「観光情

報の発信」「物販・飲食・滞在・学習機能等の

立地誘導」などを検討していくこととしてお

ります。また、こうした取組は交流人口の拡

大にもつながるものと考えており、必要に応

じて東京都などと共有していきます。 

４ ３５ 

方針４ 安全と安心の方針 

（３）災害対応力の強化 

農地を避難空間に、農地を災害農地・住宅

にする仕組の構築が必要である。 

 

Ｐ55「２－３分野別方針 方針４ 安全と

安心の方針」の「（３）災害対応力の強化」に

おいて、避難空間の確保について示しており

ます。 

また、災害時に農地を避難場所として活用

できるように、協力いただける農地所有者と

の災害時協力農地の協定締結を推進します。 

４ ３６ 

（４）防犯性の向上 

高齢者、子供が施設から解放されて市内を

周遊できる仕組みの検討・研究が必要であ

る。 

公共空間における防犯性の向上について

は、福祉施策と連携したバリアフリー化の推

進などについて、都市計画の視点で課題を示

しています。 

４ ３７ 

（５）福祉のまちづくり 

公助の無い避難所の運営を共助で行う仕

組みの構築、共助のみでの避難訓練、自治会

不参加の住人に対する訓練の実施などが必

要である。 

Ｐ55「２－３分野別方針 方針４ 安全と

安心の方針」の「（３）災害対応力の強化」に

おいて、避難所・避難場所などの情報提供や

避難訓練、防災教育など平常時からの取組を

充実していくこととしています。 

市では、災害時に住民の方々が主体的に防

災活動を行う自主防災組織の結成や訓練を

支援しているほか、避難所として指定する中

学校においては、自治会の方々に限らず様々

な方が参加できる地域防災訓練を実施して

いるところです。 

４ ３８ 

方針５ 住まいと暮らしの方針 

（２）多様なニーズに対応した住生活の実現 

高齢者の多い地域において空き家をその

地域のハブにする活動の推進が必要である。 

Ｐ57「２－３分野別方針 方針５ 住まい

と暮らしの方針」の「（１）良質な住環境の形

成」において、「東大和市空家等対策計画」に

基づき、所有者による住宅等の適正管理、特

定空家等の発生抑制、空家等の流通促進等に

取り組むこととしています。 
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いただいたご意見は今後の検討の参考と

させていただきます。 

４ ３９ 

方針６ 賑わいと交流と活力の方針 

（１）コミュニティの活性化 

NＰO 活動の活性化、市に NＰO 支援センタ

ーを置き市民活動のサポートが必要である。 

市民活動のサポートについては、東大和市

社会福祉協議会が運営する「ボランティア・

市民活動センター」と連携しながら取り組ん

でいるところです。 

４ ４０ 

（２）公共施設及び公有地の適正配置 

人口減少の中での最適配置に向けたガイ

ドライン、運用ルールの構築が必要である。 

Ｐ59「２－３分野別方針 方針６ 賑わい

と交流と活力の方針」の「（２）公共施設及び

公有地の適正配置」において、学校施設を含

めた市全体の公共施設の再配置等を検討し、

公共施設再配置計画を策定する旨を示して

います。  

４ ４１ 

（３）地域産業の活性化 

農業は危機的状況になる可能性が高く、都

市農業としての根本的改革が必要である。 

生産量が大きくない現状では給食などの

サービスが可能かどうかの検討も必要で、特

徴食材を特定のレストランなどで使うなど

少量農産品の活用法が必要である。 

農地は、農産物の供給、防災機能、景観形

成機能など多様な機能を持っており、Ｐ48

「２－３分野別方針 方針３ みどりと環

境の方針」の「（１）みどりの保全と活用」に

おいて、特定生産緑地の指定の促進、農の風

景育成地区制度等の活用について調査・研究

を行うこととしています。 

なお、学校給食における地場産農産物の活

用と啓発については、「第３次東大和市農業

振興計画」などに基づき継続して取り組んで

いるところです。  

４ ４２ 

（４）地域資源の活用 

国登録有形文化財である吉岡家住宅は変

電所と並べる。 

守るべき景観を市と市民が協働で発掘、啓

蒙・維持していくことが必要である。 

旧吉岡家住宅をはじめとした文化財の保

存・活用等については、「東大和市生涯学習・

生涯スポーツ推進計画」などに基づき取り組

んでいるところです。 

  


